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一度登録した内容を取消または訂正する場合、ＮＲＫＷＥＢ事務「加入者業務」画面からは変更できない場

合があります。 

その場合、異例処理として「加入者業務（取消訂正）」画面より処理を行います。 

なお、最新の異動登録に対する取消・訂正のみ可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「加入者業務（取消訂正）」画面から処理可能な手続き 

「第Ⅵ章 ２．ＮＲＫ登録済内容の取消・取消再登録」を参照してください。 

 

（２）「加入者業務（取消訂正）」画面から行った処理の確認、取消 

「取消訂正送信状況照会」画面より、「加入者業務（取消訂正）」画面から行った処理の確認や取消が出来

ます。 

詳細は、「第Ⅱ章 ５－７．取消訂正送信状況照会」を参照してください。 
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